
 

運
轉
免
許
證
更
新 

赤
谷
慶
子 

今
年
は
我 わ

が

運
轉
免
許
證
更
新
の
時
期
に
當
た
る
。
七
十
歲
を
過
ぎ
て
初
め
て
の
更
新
な
り
。
本
來
若
者
の

交
通
事
故
件
數
は
高
齡
者
の
そ
れ
を
遙
か
に
上
囘
る
と
い
へ
ど
も
、
樣
々
な
る
事
件
起
こ
り
七
十
歲
を
過

ぐ
れ
ば
更
新
手
續
き
の
難
易
度
を
上
げ
、
か
つ
は
「
高
齡
者
講
習
」
と
い
ふ
を
受
く
る
事
必
須
と
な
り
た

り
。
さ
ほ
ど
深
刻
な
ら
ん
と
は
思
は
ざ
り
し
に
、
こ
の
行
程
難
儀
な
る
事
判
明
せ
り
。
所
謂
ド
ラ
イ
ビ
ン

グ
ス
ク
ー
ル
な
る
所
に
て
二
時
間
の
講
習
を
受
け
、
そ
の
證
明
書
を
持
ち
て
初
め
て
免
許
更
新
の
行
程
に

入
る
な
り
。
こ
の
高
齡
者
講
習
の
豫
約
を
取
る
事
い
と
難
儀
に
て
、
三
箇
月
を
待
つ
の
要
あ
り
。
通
常
新

し
く
免
許
證
を
取
る
者
は
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
に
て
何
十
萬
も
の
費
用
を
拂
ひ
て
運
轉
技
術
を
取
得

す
れ
ば
、
學
校
側
に
は
大
い
な
る
利
益
あ
り
。
し
か
れ
ど
も
、
高
齡
者
の
二
時
間
講
習
は
僅
々
五
千
百
圓

に
て
、
儲
け
に
な
ら
ぬ
講
座
を
學
校
は
冷
遇
す
。
五
月
初
旬
に

漸
や
う
や

う
豫
約
入
り
た
れ
ど
も
、
コ
ロ
ナ
騷
動

の
下
、
高
齡
者
講
習
は
全
て
中
止
と
な
り
た
り
。
そ
の
際
、
學
校
側
よ
り
免
許
の
延
長
を
近
隣
の
警
察
署

へ
赴
き
申
請
す
べ
し
と
の
進
言
を
得
た
り
。
三
か
月
の
延
長
申
請
成
り
、
十
月
ま
で
に
更
新
を
す
れ
ば
差

し
支
へ
な
し
と
の
由
。
警
察
廳
の
電
網
を
常
に
確
認
し
た
れ
ば
、
六
月
よ
り
高
齡
者
講
習
再
開
す
と
の
由
。

早
速
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
に
電
話
を
入
れ
、
五
月
初
旬
に
豫
約
入
り
た
り
ど
も
、
コ
ロ
ナ
騷
動
に
て

中
止
に
な
り
し
な
ど
の
理
を
説
け
ば
、
八
月
上
旬
に
豫
約
を
受
け
入
れ
ん
と
は
申
し
け
り
。 

漸
う
八
月
の
そ
の
日
到
來
し
、
こ
こ
も
と
二
子
玉
川
の
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
に
赴
け
り
。
高
齡
者
講

習
に
は
全
六
名
參
加
す
れ
ど
、
女
性
は
我
一
人
。
一
時
間
の
講
習
終
は
り
、
次
は
實
車
に
な
り
き
。
通
常

は
敎
官
と
三
名
同
乘
す
る
な
る
が
、
コ
ロ
ナ
に
て
人
と
の
間
に
距
離
を
置
く
事
必
要
に
て
、
敎
官
と
一
名

の
み
同
乘
、
そ
れ
も
通
常
三
十
分
の
と
こ
ろ
、
五
分
な
り
き
。
わ
が
愛
車
は
六
氣
筒
の
排
氣
量
の
大
き
な

る
車
な
り
。
敎
習
所
の
車
小
型
車
に
て
、
車
幅
や
ハ
ン
ド
ル
の
切
り
具
合
な
ど
色
々
異
な
り
た
り
て
、
狹

き
道
路
を
直
角
に
曲
が
る
、
バ
ッ
ク
に
て
狹
き
場
所
に
入
る
る
な
ど
、
細
か
い
技
術
を
要
求
せ
ら
れ
た
れ

ど
、
毎
日
運
轉
し
た
れ
ば
、
よ
く
克
復
す
る
を
得
た
り
。
こ
の
講
習
、
實
車
を
要
求
せ
ら
る
る
た
め
、
今

後
は
高
齡
の
ペ
ー
パ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
は
免
許
更
新
す
る
は
難 

く
な
る
と
思
ひ
き
。
全
六
名
「
終
了
證
明
書
」

を
受
け
取
り
、
帰
路
に
つ
く
。 

翌
週
、
田
園
調
布
警
察
署
へ
赴
き
、「
高
齡
者
講
習
の
終
了
證
明
書
」
を
提
示
し
た
れ
ば
、
二
十
分
に
て
免

許
更
新
叶
ひ
、
安
堵
し
た
り
き
。
後
期
高
齡
者
に
な
り
た
れ
ば
、
こ
の
行
程
に
「
認
知
症
の
試
驗
」
を
受
く

る
の
段
加
は
る
。
い
よ
い
よ
、
七
十
五
歲
以
上
の
後
期
高
齡
者
は
運
轉
免
許
を
返
上
す
る
を
暗
黙
の
了
解
に

て
要
求
せ
ら
れ
む
。
十
六
歲
よ
り
運
轉
し
た
れ
ば
、
易
々
と
免
許
返
上
す
る
事
、
こ
こ
も
と
に
は
良
し
と
せ

ず
。
米
壽
ま
で
は
諦
め
じ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
令
和
二
年
八
月
二
十
六
日
受
附
） 


